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転職が原因で支給漏れの多い企業年金 

ウチヌノ人事戦略事務所 社会保険労務士 内布 誠 

 

 

◆４月から制度改正 
 
 
◆約 124 万件の支給漏れが発覚 

昨今の年金問題で国民年金や厚生年金の公的年金へ

の関心が高まる一方、忘れられがちなのが企業年金

です。加入者からの請求がなかったために 2007 年

には約 124 万件の支給漏れが発覚した企業年金。特

に転職時には、特に注意する必要があります。 

 

◆企業年金の種類 

企業年金は２種類に大別できます。１つは将来の給

付額をあらかじめ約束する「確定給付型」、もう１

つは年金資産の運用次第で給付額が変わる「確定拠

出型」です。 

確定給付型の企業年金には、厚生年金基金や確定給

付企業年金、税制適格退職年金（2012 年に廃止）

などがあります。拠出した掛金の累計額とその運用

収益であらかじめ年金額が決定されていることから、

加入員が老後の計画を立てやすく、加入員数が伸び

ていました。福利厚生策として、企業が独自に自社

年金を設けるケースもありました。 

しかし、バブル崩壊等により運用環境が悪化し、大

半の企業が、予定していた運用益を確保できずに積

立不足に陥るという問題が発生しました。企業は不

足分を補填しなければならず、運用失敗の負担が重

くのしかかるケースもしばしば起こりました。 

確定拠出型の企業年金は、こうした確定給付型の問

題を解決できる特色を持っている制度で、2001 年

に誕生しました。掛金を誰が拠出するかの違いによ

り「企業型」と「個人型」がありますが、企業型の

場合、企業が掛金を拠出し、運用は従業員が自ら行

います。運用を加入者が個々に行うため、企業には

確定給付型が持つ補填リスクがありません。 

従業員にとっても、年金資産が個人別に区分され、

残高の把握や転職時の資産の移行が容易だというメ

リットがあります。こうしたメリットゆえ、導入企

業も徐々に増加する傾向です。 

 

◆転職時の注意事項 

 さて、転職時には、これらの企業年金に対してど

のような注意が必要なのでしょうか。 

例えば厚生年金基金の場合、会社の定める一定期間

を超えていれば基本的にはその会社で運用を続け、

期間が満たないときには運用は企業年金連合会に移

ります。転職経験が多く、以前の勤め先の企業年金

について覚えていない場合、まずは企業年金連合会

に問い合わせれば、どの部分が連合会に移ったのか

わかります。それでも不明のときは、各企業の基金

に問い合わせることが必要です。 
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確定給付型の企業年金は、2005 年以降、転職先の

会社が受け入れる体制を整えていれば、年金資産の

移管が可能になりました。また、確定給付型から確

定拠出型への移行もできます。 

 企業型の確定拠出年金は、転職先にも同様の制度

があれば、それまでの年金資産を引き継ぐことがで

きます。ただし、転職先に制度がない場合は、個人

型の確定拠出年金として、国民年金基金連合会に年

金資産を移管する必要があります。退職から半年以

内に移管手続をしないと、運用を放棄したとみなさ

れ、運用で得た利益を受け取ることができなくなり

ますので、注意が必要です。 

取り上げるなど、「悪質な人権侵害行為」も 70 件

ありました。日本人労働者を確保できない企業、外

国製品との価格競争にさらされている企業が、本来

の目的である国際貢献ではなく、低賃金労働力の確

保のために制度を利用しているのです。また、研修

生の側でも、出稼ぎのつもりで来日する者がいて、

失踪者や不法残留者が増加しています。 

こうした問題点に対して、制度の見直しや改善が迫

られているのです。 


